
証券コード 1783
平成30年12月６日

株 主 各 位
東 京 都 港 区 赤 坂 五 丁 目 3 番 1 号

株式会社アジアゲートホールディングス

代表取締役社長 金 井 壮

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行

使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年12月20日（木曜日）午後６

時00分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

１．日 時 平成30年12月21日（金曜日）午前10時00分

２．場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京 ４階孔雀の間

（ご来場の際は、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第73期（自平成29年10月１日 至平成30年９月30日）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委

員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第73期（自平成29年10月１日 至平成30年９月30日）計算書類

の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

１．当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。開会間際の混雑緩和のため、

お早めのご来場をお願い申しあげます。

２．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。

３．連結計算書類のうち連結注記表及び計算書類のうち個別注記表につきましては、
法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（ホームページアドレスhttp://www.asiagateholdings.jp）に掲載しておりますの
で、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。また、事業報告、連結計算
書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を同ウ
ェブサイトに掲載させていただきます。

４．総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承いた
だきますようお願い申しあげます。
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（提供書面）
事 業 報 告

（自 平成29年10月１日
至 平成30年９月30日）

１．企業集団の現況に関する事項
　(1)当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

当連結会計年度（平成29年10月１日～平成30年９月30日）におけるわが国の

経済状況は、不透明な国際情勢の中、株価は乱高下しながらも高値で推移し、

失業率も記録的な低水準を維持し、比較的好況でありましたが、西日本におけ

る大雨災害、大阪及び北海道で起きた震災など大規模な自然災害が発生し、当

社のゴルフ・リゾート事業をはじめとした各事業にも大きな影響を与えました。

このような状況の下当社グループは、リアルエステート事業において箱根山松

苑の売却に伴い、売上高・利益率ともに大幅に増加し、全体の売上高は前年同

期と比較して27億52百万円増加し、営業利益は前年同期と比較して５億70百万

円増加いたしました。

　経常損益に関しましては、持分法による投資損失を93百万円計上いたしまし

た。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高67億31百万円（前年同期売上高

39億79百万円）、営業利益６億42百万円（前年同期営業利益71百万円）、経常利

益６億89百万円（前年同期経常利益７百万円）、親会社株主に帰属する当期純利

益５億19百万円（前年同期親会社株主に帰属する当期純利益32百万円）となり

ました。

　

　 セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでお

ります。

　ゴルフ・リゾート事業におきましては、西日本の大雨被害・北海道の震災な

どの影響により、売上高11億97百万円（前年同期売上高12億70百万円）営業利

益56百万円（前年同期営業利益１億28百万円）と共に減少しました。

　建設事業におきましては、順調に受注が伸びた結果、売上高19億12百万円

（前年同期売上高15億７百万円）、営業利益49百万円（前年同期営業利益41百万

円）となりました。
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リアルエステート事業におきましては、箱根山松苑の売却という大型取引に

より、売上高36億21百万円（前年同期売上高12億円）、営業利益８億24百万円

（前年同期営業利益１億86百万円）と大幅な増加となりました。

上記に属さない事業（主にファイナンス取引関連）は、売上高３百万円（前

年同期売上高４百万円）、営業損失０百万円（前年同期営業利益１百万円）とな

りました。

　②設備投資の状況

　該当事項はありません。
　

　(2) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 70 期

(平成27年9月期)
第 71 期

(平成28年9月期)
第 72 期

(平成29年9月期)

第 73 期
(当連結会計年度)
(平成30年9月期)

売 上 高 (千円) 2,770,993 3,757,198 3,979,219 6,731,998

経 常 利 益 (千円) △140,833 236,500 7,446 689,239

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) △762,459 234,094 32,549 519,369

１株当たり当期純利益 (円) △18円12銭 5円00銭 0円57銭 9円4銭

総 資 産 (千円) 7,560,929 8,967,081 9,803,982 11,341,316

純 資 産 (千円) 6,430,079 7,601,554 7,696,118 8,167,499

１株当たり純資産額 (円) 150円64銭 131円97銭 133円62銭 142円18銭

(注) △印は、損失を示しております。
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　(3) 重要な親会社及び子会社の状況（平成30年９月30日現在）

　 ① 親会社との関係

　 該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

　 (※印は子会社等保有の株式を含んでおります。）

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

南 野 建 設 株 式 会 社 100百万円 100％

上下水道、電気、ガスなどの推進
工法による管埋設と下水道管渠や
水道管等の改築・更生工事及び一
般土木工事等の工事施工、不動産
の仲介・売買等

株式会社Ａ.Ｃ
インターナショナル

30 100 ゴルフ場の運営・管理

株式会社ワシントン 3 ※100 ゴルフ会員管理業務

合同会社箱根山松苑 0 100 リアルエステート事業

創進国際投資有限公司 670 100 投資事業等

創進国際投資（中国）有限公司 335 ※100 投資事業等

上海亜恒投資諮詢有限公司 50 ※100 投資事業等

Shang Xie Limited 1米ドル ※100 投資事業等

　

(4)対処すべき課題

　当社グループは、平成27年4月に現商号である「株式会社アジアゲートホール

ディングス」に変更して以降、リアルエステート事業の拡充とゴルフ・リゾー

ト事業及び建設事業の安定的な運営に努めており、平成28年9月期に黒字転換

し、その後は平成30年9月期まで３期連続の黒字決算となりました。当社グルー

プは、今後の持続的成長に向けて以下の事項を対処すべき課題として認識し、

着実に取り組んでまいります。
　

①事業基盤の強化・拡大

　当社グループは、持続的で中長期的な成長と企業価値の向上に向け、強固な

収益基盤を構築すべく、リアルエステート事業への投資をさらに進め、優良な

不動産の取得と適時適切な補強や改修に努め、安定的な賃貸事業収入を確保し

つつ、需要に応じた収益不動産事業の拡充を図ってまいります。

ゴルフ・リゾート事業においては、来場者の視点に立ち、より良いサービス

を不断に提供し、競合施設に対する優位性を維持してエリアの顧客のリピート

率を高めてまいります。また、豊富な観光資源を背景とする集客力の高いリゾ

ート施設への投資を進め、国内及びインバウンド需要を取り込んでまいります。
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建設事業においては、創業以来の豊かな実績と確かな技術力を強みに、東京

オリンピック関連工事をはじめとする都市インフラの整備を着実に進め、社会

的貢献度の高い事業を担っている事実を強く意識し、業容拡大に努めてまいり

ます。

パイロット事業として開始したホステル事業については、インバウンドの動

向、需給の様子を見極めながら、今後も安全で清潔な宿泊環境をゲストに提供

し、観光立国の実現に貢献してまいります。

②人材の確保と育成

　少子高齢化に伴う労働人口の減少は、ゴルフ・リゾート施設の運営や建設事

業の遂行にかかる人材の確保を困難にするとともに、賃金の上昇による人件費

の増加に繋がる可能性があります。当社グループは、人材の確保と社員教育の

充実が持続的な成長に不可欠な事項であると位置づけ、社員一人一人の能力向

上に取り組んでまいります。各ゴルフ場では複数の部門の業務を担えるようジ

ョブローテーションを行うなど、適材適所かつ効率的な人員配置を実施し、労

働生産性を高めてまいります。

③新たな事業への取り組み

　情報通信技術の進歩に伴い、既存事業の拡大のみならず、当社グループの将

来的な競争優位性を確保するための新たなソリューションビジネスが必要であ

ると考えております。当社グループは今後の収益の源泉となる成長事業への投

資を進め、事業機会に対して適切に経営資源を配分し、事業を通して社会に貢

献していくとともに、将来を見据えた企業価値の創造と向上を図ってまいりま

す。

　 株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げます。
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　(5) 主要な事業内容（平成30年９月30日現在）

セ グ メ ン ト 事 業 内 容

ゴルフ・リゾート事業
広島紅葉カントリークラブ、シェイクスピアカントリークラブ、米山水
源カントリークラブ、姫路相生カントリークラブの４コースの経営、ゴ
ルフ会員権の管理

建 設 事 業
上下水道、電気、ガスなどのライフラインの構築（推進工法：都市トン
ネル工法の一種）と下水道管渠や水道管渠の改築・更生工事及び一般土
木工事等の工事施工

リアルエステート事業 自己保有不動産の活用並びに収益の見込める物件への投資

　(6) 主要な営業所及び工場（平成30年９月30日現在）

名 称 所 在 地

当 社 本社：東京都港区

南 野 建 設 株 式 会 社
本社・関西本店：大阪府枚方市
東京支店：東京都世田谷区

株 式 会 社 Ａ． Ｃ
インターナショナル

本社：東京都港区 支店：広島県廿日市市、北海道石狩市、新潟県上越
市、兵庫県相生市

株式会社ワシントン 本社：東京都港区

合同会社箱根山松苑 本社：東京都港区

創進国際投資有限公司 本社：香港

創進国際投資（中国）有限公司 本社：香港

上海亜恒投資諮詢有限公司 本社：中華人民共和国

Shang Xie Limited 本社：英領 ヴァージン諸島
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　(7) 使用人の状況（平成30年９月30日現在）

　 ① 企業集団の使用人の状況

セ グ メ ン ト 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ゴ ル フ ・ リ ゾ ー ト 事 業 125(58）名 13名減

建 設 事 業 30(10) ―

リ ア ル エ ス テ ー ト 事 業 5(－) 1名増

全 社 （共 通） 7(－) ―

合 計 167(68) 12名減

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。

　 ② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

12（－）名 1名増 43.0歳 2.9年

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。

　(8) 主要な借入先の状況（平成30年９月30日現在）

借 入 先 借 入 額

㈱東京スター銀行 641,600千円

㈱ＳＢＪ銀行 394,000千円

西武信用金庫 366,238千円

㈱静岡銀行 207,058千円

　(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 150,000,000株

(2) 発行済株式の総数 57,442,851株

(3) 株主数 9,345名

　 (4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

SUNNY IDEA INTERNATIONAL LIMITED 11,700千株 20.37％

ア ク セ ス ア ジ ア 株 式 会 社 11,559千株 20.12％

浅 野 利 広 2,557千株 4.45％

HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 1,789千株 3.11％

厚 海 辰 也 1,254千株 2.18％

平 山 み ど り 1,029千株 1.79％

中 原 証 券 株 式 会 社 508千株 0.89％

有 賀 由 美 子 439千株 0.77％

前 田 喜 美 子 425千株 0.74％

横 山 信 孝 405千株 0.71％

(注) １．当社は、自己株式を192株保有しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項（平成30年９月30日現在）
平成28年２月26日開催の取締役会決議による新株予約権（第２回新株予約権）

(1) 新株予約権の払込金額

１個につき47円

(2) 新株予約権の行使金額

１株につき68円

(3) 新株予約権の行使条件

本新株予約権の行使の条件として、以下①、②及び③に掲げる条件にそれ

ぞれ合致した場合にのみ権利行使を行うことができる。

　① 新株予約権者は、当社が開示した平成28年9月期における有価証券報告

書に記載された当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成しない場合

は、損益計算書）において、営業利益が60百万円を超過している場合に

のみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3（端数切捨て）

を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照す

べき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当す
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る指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとす

る。

② 新株予約権者は、当社が開示した平成29年9月期における有価証券報告

書に記載された当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成しない場合

は、損益計算書）において、営業利益が100百万円を超過している場合

にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3（端数切捨て）

を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照す

べき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当す

る指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとす

る。

③ 新株予約権者は、当社が開示した平成30年9月期における有価証券報告

書に記載された当社連結損益計算書（連結財務諸表を作成しない場合

は、損益計算書）において、営業利益が300百万円を超過している場合

にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち1/3（端数切捨て）

を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照す

べき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当す

る指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとす

る。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ

る授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を

行うことはできない。

(4) 新株予約権の行使期間

平成29年１月１日から平成32年12月31日まで

(5) 当社役員の交付状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 交付者数

取 締 役
（監査等委員及び社外取締役を除く）

1,600個 普通株式 160,000株 4名

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員）

100個 普通株式 10,000株 2名

取 締 役
（監 査 等 委 員）

100個 普通株式 10,000株 1名
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４．会社役員に関する事項
　 (1) 取締役の状況（平成30年９月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 金 井 壮

株式会社ワシントン 代表取締役社長
南野建設株式会社 取締役
株式会社Ａ．Ｃインターナショナル 代表取締役社長
Shang Xie Limited Director
Qiandao Limited Director
Shanghe Limited Director

取 締 役 欧 陽 楽 耕
創進国際投資有限公司 董事長
創進国際投資（中国）有限公司 董事長
上海亜恒投資諮詢有限公司 董事長

取 締 役 上 杉 瑠 衣 子 株式会社白魂東京 取締役

取 締 役 加 藤 正 憲 加藤公認会計士事務所 代表

取締役(常勤監査等委員) 松 嶋 紀 元

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 有 田 稔 株式会社Ｊコンサルティングオフィス 社長補佐

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 王 光 慶 株式会社Ｊコンサルティングオフィス 従業員

(注）１. 監査等委員である取締役有田稔氏および王光慶氏は社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員である取締役王光慶氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
３. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査
等委員会との十分な連携を可能とすべく、松嶋紀元氏を常勤の監査等委員である取締役と
して選定しております。
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　 (2) 取締役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く ) ４名 35百万円

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
（うち社外取締役）

３名

（２）
　６百万円

　 (２百万円)

合 計
（うち社外役員）

７名
(２）

41百万円
（２百万円)

(注) １．報酬等の額は表示単位未満を四捨五入しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、平成27年12月25日開催の第70

回定時株主総会において月額1,500万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない）と決議
いただいております。

３．監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年12月25日開催の第70回定時株主総会に
おいて月額300万円以内と決議いただいております。

　 (3) 社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

　該当事項はございません。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役
（監査等委員）

有田 稔
当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回、監査等委員
会８回のうち８回に出席し、取締役会及び監査等委員会におい
て、公平中立な立場から適宜発言を行っております。

取締役
（監査等委員）

王 光慶
当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、監査等委員
会８回のうち８回に出席し、取締役会及び監査等委員会におい
て、公平中立な立場から適宜発言を行っております。

　 ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する責任

限度額であります。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称 ＲＳＭ清和監査法人

　 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額

23百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における

監査時間・配置計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを

確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第１項の

同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定します。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。
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６．会社の体制及び方針
　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであり

ます。

① 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

　当社は、取締役及び従業員が法令及び定款を遵守するべき指針として行動規

範を制定します。その徹底を図るため、コンプライアンスの取り組みを横断的

に統括する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会を設置し、コンプ

ライアンスの状況を監査します。

　これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとしま

す。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の電磁的記録を含む文書の作成、保存及び廃

棄に関しては、文書管理規程を策定し、管理します。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス規程に基づき、当社グループを取り巻くリスクを特定した

うえで、適切なリスク対応を図ります。当社の担当取締役を当社グループ全体

のリスクに関する統括責任者として任命し、グループ全体のリスクを統括的に

管理します。コンプライアンス委員会がグループ各社のリスク管理の状況を監

査し、その結果を定期的に取締役会に報告し、取締役会において改善策を審

議・決定します。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は原則月１回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うととも

に、取締役の職務執行状況の監督を行います。取締役の職務執行に関する権限

及び責任については、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時

適切に見直しを行います。

　 ⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社各社にコンプライアンス担当者を置くとともに、コンプライ

アンス委員会がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制としま

す。またコンプライアンス委員会による子会社の業務監査を実施いたします。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべく従業員を置くことを求めた場合におけ

る当該従業員に関する事項

　現在、監査等委員会の職務を補助すべき従業員はいませんが、必要に応じて、

監査等委員会の業務補助のための監査等委員会スタッフを置くこととし、その

人事については、取締役と監査等委員会が意見交換を行います。
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⑦ 取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員

会への報告に関する体制

　当社は、取締役及び従業員が会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実の発

見をしたときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を整備しま

す。また、監査等委員会は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務

の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会などの会議に出席すると

ともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に

応じて取締役または従業員にその説明を求めることができる体制とします。

　 ⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査が実効的に行われることを確保するため財務・経理部、総務・人事部等

の関連部門が監査等委員会の業務を補助いたします。

【業務の適正を確保するための体制の運用の状況】

当社は、業務の適正を確保するための体制について 当社および子会社の内

部統制システムの整備および運用状況について継続的に調査を実施しており、

その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・

運用に努めております。

　事業年度末において、監査等委員会による内部統制の整備・運用状況の評価

結果による重大な是正事項は存在しない事を確認しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年9月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 6,713,558 流 動 負 債 1,074,698

現 金 及 び 預 金 3,394,463 支払手形・工事未払金等 459,879

受取手形・完成工事未収入金等 484,056 1年内返済予定の長期借入金 81,647

商 品 14,990 未 払 法 人 税 等 118,185

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 9,396 未 払 消 費 税 等 14,398

販 売 用 不 動 産 2,688,519 賞 与 引 当 金 23,531

未 収 入 金 16,485 ポ イ ン ト 引 当 金 22,354

繰 延 税 金 資 産 8,272 そ の 他 354,701

そ の 他 98,192 固 定 負 債 2,099,118

貸 倒 引 当 金 △819 長 期 借 入 金 1,527,248

固 定 資 産 4,627,758 繰 延 税 金 負 債 11,652

有 形 固 定 資 産 2,158,764 役員退職慰労引当金 70,728

建 物 及 び 構 築 物 365,034 退職給付に係る負債 151,731

機械装置及び運搬具 18,543 資 産 除 去 債 務 16,949

工具、器具及び備品 19,270 そ の 他 320,809

土 地 1,755,915 負 債 合 計 3,173,816

無 形 固 定 資 産 5,590 純 資 産 の 部

そ の 他 5,590 株 主 資 本 8,155,721

投 資 そ の 他 の 資 産 2,463,403 資 本 金 4,010,600

投 資 有 価 証 券 295,029 資 本 剰 余 金 4,618,379

関 係 会 社 株 式 2,016,656 利 益 剰 余 金 △473,217

長 期 貸 付 金 110,850 自 己 株 式 △41

長 期 未 収 入 金 21,111 その他の包括利益累計額 11,414

繰 延 税 金 資 産 17,316 その他有価証券評価差額金 13,729

そ の 他 125,124 為 替 換 算 調 整 勘 定 △2,315

貸 倒 引 当 金 △122,683 新 株 予 約 権 364

純 資 産 合 計 8,167,499

資 産 合 計 11,341,316 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,341,316

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（自平成29年10月１日
至平成30年９月30日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,731,998

売 上 原 価 4,603,432

売 上 総 利 益 2,128,565

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,486,381

営 業 利 益 642,184

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,031

受 取 配 当 金 59

受 取 給 付 金 1,512

業 務 受 託 料 4,974

受 取 賃 貸 料 6,192

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5,992

還 付 消 費 税 等 138,424

そ の 他 12,649 171,837

営 業 外 費 用

支 払 利 息 23,959

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 93,362

そ の 他 7,460 124,782

経 常 利 益 689,239

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 324

新 株 予 約 権 戻 入 益 20,520 20,844

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 1,722

貸 倒 損 失 206,405 208,127

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 501,956

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 105,533

法 人 税 等 調 整 額 △122,947

当 期 純 利 益 519,369

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 519,369

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（自平成29年10月１日
至平成30年９月30日）

（単位：千円）

　 株 主 資 本

　 資 本 金 資 本 剰 余 金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 4,010,600 4,618,379 △992,587 △40 7,636,352

当期変動額

親会社株主

に帰属する

当期純利益
519,369 519,369

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以

外の項目の

当期変動額

(純額)

当期変動額合計 ― ― 519,369 △1 519,368

当期末残高 4,010,600 4,618,379 △473,217 △41 8,155,721
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　 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 純資産合計
　 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 40,111 △1,228 38,882 20,884 7,696,118

当期変動額

親会社株主

に帰属する

当期純利益
519,369

自己株式の取得 △1

株主資本以

外の項目の

当期変動額

(純額)
△26,381 △1,086 △27,468 △20,520 △47,988

当期変動額合計 △26,381 △1,086 △27,468 △20,520 471,380

当期末残高 13,729 △2,315 11,414 364 8,167,499

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成30年9月30日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 4,934,366 流 動 負 債 157,545

現 金 及 び 預 金 1,989,982 1年内返済予定の長期借入金 81,647

販 売 用 不 動 産 2,670,397 未 払 金 44,805

短 期 貸 付 金 33,000 未 払 法 人 税 等 21,595

未 収 入 金 217,446 前 受 金 120

そ の 他 23,594 賞 与 引 当 金 1,050

貸 倒 引 当 金 △54 そ の 他 8,325

固 定 資 産 5,436,333 固 定 負 債 1,679,856

有 形 固 定 資 産 1,239,819 長 期 借 入 金 1,527,248

建 物 185,125 繰 延 税 金 負 債 11,652

工具、器具及び備品 1,097 退 職 給 付 引 当 金 1,999

土 地 1,053,597 役員退職慰労引当金 47,461

そ の 他 0 資 産 除 去 債 務 16,949

無 形 固 定 資 産 2,470 預 り 保 証 金 74,547

　 そ の 他 2,470 負 債 合 計 1,837,401

　投 資 そ の 他 の 資 産 4,194,043 純 資 産 の 部

投 資 有 価 証 券 267,800 株 主 資 本 8,515,413

関 係 会 社 株 式 1,700,956 資 本 金 4,010,600

長 期 貸 付 金 2,275,000 資 本 剰 余 金 4,618,379

長 期 未 収 入 金 72,820 資 本 準 備 金 4,050,166

長 期 営 業 未 収 入 金 680,863 そ の 他 資 本 剰 余 金 568,213

差 入 保 証 金 49,476 利 益 剰 余 金 △113,525

そ の 他 70,570 そ の 他 利 益 剰 余 金 △113,525

貸 倒 引 当 金 △923,443 繰 越 利 益 剰 余 金 △113,525

自 己 株 式 △41

評 価 ・ 換 算 差 額 等 17,521

その他有価証券評価差額金 17,521

新 株 予 約 権 364

純 資 産 合 計 8,533,298

資 産 合 計 10,370,700 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,370,700

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自平成29年10月１日
至平成30年９月30日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,029,012

売 上 原 価 543,668

売 上 総 利 益 485,343

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 415,594

営 業 利 益 69,749

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15,010

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 50,583

そ の 他 2,974 68,568

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,269

そ の 他 5,947 30,217

経 常 利 益 108,100

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 20,520 20,520

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 4,575

固 定 資 産 除 却 損 0 4,575

税 引 前 当 期 純 利 益 124,044

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △213,454

法 人 税 等 調 整 額 △221 △213,675

当 期 純 利 益 337,720

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自平成29年10月１日
至平成30年９月30日）

（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 4,010,600 4,050,166 568,213 4,618,379 △451,245 △451,245

当期変動額

当期純利益 337,720 337,720

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― 337,720 337,720

当期末残高 4,010,600 4,050,166 568,213 4,618,379 △113,525 △113,525

　 　株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
　 自己株式

株主資本
合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △40 8,177,693 43,235 43,235 20,884 8,241,813

当期変動額

当期純利益 337,720 337,720

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,714 △25,714 △20,520 △46,234

当期変動額合計 △1 337,719 △25,714 △25,714 △20,520 291,484

当期末残高 △41 8,515,413 17,521 17,521 364 8,533,298
(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年11月22日

株式会社アジアゲートホールディングス

　取締役会 御中

RSM清和監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 筧 悦生 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 平澤 優 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アジアゲートホールディングスの平成29

年10月１日から平成30年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて

合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評

価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会

計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社アジアゲートホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類

に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年11月22日

株式会社アジアゲートホールディングス

　取締役会 御中

RSM清和監査法人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 筧 悦生 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 平澤 優 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アジアゲートホールディングスの

平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び

その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明

細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監

査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施

することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続

が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ

いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監査報告書

　当監査等委員会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第73期事業年度の取締役の職

務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会

決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況につい

て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい

て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて

説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし

ました。
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２.監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　 会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成30年11月26日

株式会社アジアゲートホールディングス 監査等委員会

監 査 等 委 員 松 嶋 紀 元 ㊞
監 査 等 委 員 有 田 稔 ㊞
監 査 等 委 員 王 光 慶 ㊞

(注) 監査等委員有田稔氏及び王光慶氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項
に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

　当社既存事業の多様化に伴う新規事業の参入を可能とするため、現行定款第

２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第１章 総 則

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと

および次の事業を営む会社の株
式を保有することにより、当該
会社の事業活動を支配・管理す
ることをもって目的とする。

1 ～ 46 （条文省略）
　 （新 設）
　 （新 設）

47 前各号に附帯または関連する一切
の業務

第１章 総 則
　

（目 的）
第２条 （現行どおり）

1 ～ 46 （現行どおり）
47 再生可能エネルギー事業
48 食品加工業
49 （現行どおり）
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は本総会終結の時

をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名

の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当及び

重要な兼職の状況

所有する

当社の株式数

1 金
かな

　井
い

　 壮
そう

（昭和41年８月16日生）

平成元年４月 藤和不動産株式会社入社

平成10年４月 パシフィックマネジメント株式会社入社

平成14年６月 同社取締役

平成17年12月 同社取締役執行役員常務

平成20年２月 パシフィックインベストメント株式会社取締役

平成21年５月 ソーシャルキャピタルリアルティ㈱設立 代表取締役

平成25年12月 当社代表取締役（現任）

平成26年１月 南野建設株式会社取締役（現任）

平成26年２月 株式会社ワシントン代表取締役（現任）

平成27年５月 株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役（現任）

平成28年６月 Shang Xie Limited Director（現任）

平成28年６月 Qiandao Limited Director（現任）

平成28年６月 Shanghe Limited Director（現任）

(現在に至る）

[重要な兼職の状況]

南野建設株式会社取締役

株式会社ワシントン代表取締役社長

株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役社長

Shang Xie Limited Director

Qiandao Limited Director

Shanghe Limited Director

－
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当及び

重要な兼職の状況

所有する

当社の株式数

２ 欧
おう

　陽
よう

　楽
らく

　耕
こう

（昭和37年４月17日生）

平成８年５月 株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社

平成10年12月 株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社

平成18年６月 同社取締役

平成26年10月 当社入社

平成26年10月 創進国際投資有限公司董事長（現任）

平成26年10月 創進国際投資（中国）有限公司董事長（現任）

平成26年12月 当社取締役（現任）

平成28年１月 上海亜恒投資諮詢有限公司董事長（現任）

（現在に至る）

[重要な兼職の状況]

創進国際投資有限公司董事長

創進国際投資（中国）有限公司董事長

上海亜恒投資諮詢有限公司董事長

－

３ 上
うえ

　杉
すぎ

　瑠衣子
る い こ

（昭和52年11月11日生）

平成12年４月 株式会社白魂東京入社

平成12年４月 同社取締役（現任）

平成25年12月 当社取締役（現任）

　 （現在に至る）

[重要な兼職の状況]

株式会社白魂東京取締役

－

４ 加
か

　藤
とう

　正
まさ

　憲
のり

（昭和46年２月15日生）

平成７年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）

　 入所

平成14年４月 公認会計士登録

平成15年２月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社

平成24年10月 加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任（現任）

平成25年12月 当社取締役（現任）

（現在に至る）

[重要な兼職の状況]

加藤公認会計士事務所代表

－

※ 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉





東京タワー

増上寺

芝プール

芝公園
郵便局

北口

南口

東京
電力

Ａ３

Ａ３

桜
田
通
り

日
比
谷
通
り

第
一
京
浜

J
R
浜
松
町

貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

▲
至
東
京

▲
至
銀
座

大
門
駅

芝
公
園
駅

▲
至
日
比
谷

至
三
田
▼

至
三
田
▼

至
品
川
▼

都
営
浅
草
線

モ
ノ
レ
ー
ル

浜
松
町
駅

都
営
大
江
戸
線

大
門〒

秀
和
芝
パ
ー
ク
ビ
ル

都
営
三
田
線

芝
公
園

至新宿･渋谷 至羽田･銀座首都高速都心環状線

ホール

プリンス
ホテル

交番

Ａ６
港区区役所

Ａ１

メルパルク
東京

a b c
ホール

株主総会会場ご案内図

〒105－8582 東京都港区芝公園二丁目５番20号

　 メルパルク東京 ４階孔雀の間

会場まで

　●ＪＲ

　 浜松町駅（北口）又は（南口）Ｓ５階段「金杉橋方面」から徒歩８分

　●モノレール

　 浜松町駅（北口）から徒歩８分

　●地下鉄

　 芝公園駅（都営三田線）Ａ３出口から徒歩２分

大門駅（都営浅草線「京浜急行乗入」、都営大江戸線）Ａ３出口から徒歩４分

Ａ６出口から徒歩４分

Ａ１出口から徒歩５分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。


